
参加についてなど、ご質問は
地域福祉コーディネーターまで♪

令和8年

６月
●新規サロンのご紹介

●訪問看護を知っていますか？

●新規開催サロンのご紹介

〒１16-0003 荒川区南千住１-１３-２０
荒川区社会福祉協議会 福祉サービス課 地域福祉支援係

電話：5604-5863 FAX： 3891-5290
メール： jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

ご相談やお問い合わせは… 地域福祉コーディネーターへ！

【まちなかカフェ】

【はなみずき北参サロン】

4月27日から新たにふれあい粋・活サロンに加わ
りました。認知症の人やそのご家族、または認知症
や介護に関心のある方が参加されています。
初回は、「私たちの荒川 荒川工業」の上映を行い

ました。

場所：荒木田ふれあい館 3階洋室
(町屋6-13-2)

日時：毎月第4月曜日 13:00～14:30
次回：６月22日 13:00～

５月１４日から新規開催しました。
はなみずき通り北参番館の居住者を対象にした

サロンです。
初回は、講話やお菓子を食べながら、おしゃべりを

楽しみました。

場所：はなみずき通り北参番館集会室
(南千住８丁目５−８)

日時：毎月第２木曜日 14:00～15:00
次回：６月１１日 14:00～

4月、5月にふれあい粋・活サロンに加入、
新規開催した2か所のサロンをご紹介します！



●『訪問看護』を知っていますか？

『訪問看護』とは、看護師、またはリハビリ職がご自宅へ伺い、主治医の指示に基
づいて、療養生活を専門的に支えるサービスです。

訪問看護では、こんなことをしています！

専門的に支えるサービスって、
どんな内容のサービスなの？

【おうちが「安心の療養場所」に】
病院と同じような専門的なケアを、リラックスできるご自宅で受けられます。
《フィジカル・メンタルケア》全身の観察、心の悩み相談、服薬指導
《医療デバイスの管理》 点滴、カテーテル、人工呼吸器などの専門的処置
《QOL（生活の質）向上》自宅での入浴・清潔ケア、外出のためのリハビリ

【赤ちゃんから高齢者まで】
年齢や病気の種類を問わず、支援が必要なすべての方が対象です。

【24時間・365日のバックアップ】
急な体調の変化があっても、電話相談や緊急訪問で夜間・休日も支えます。

☆お近くの地域包括支援センターへ相談
⇒「訪問看護を使いたい」とお伝えください。

☆ケアマネジャーさんに相談
⇒ 介護保険をご利用中の方は、担当の方へご相談ください。

☆事業所へ電話
⇒まずは相談からでも大丈夫です。

ご利用は「3つの窓口」
から選べます

●利用できるのはどんな人？

どの年代の方であっても、医師が訪問看護の必要性を認めれば、保険を利用して
サービスを受けることが可能です。(保険と併用して訪問看護を受けられるサービス
もあるため、詳しくは事業所にお問い合わせください。)
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